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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年９月８日 ２３時５３分ごろ 

発生場所 香川県小豆島町地蔵埼南方沖 

 地蔵埼灯台から真方位１７６°２,２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２３.７′ 東経１３４°１４.２′） 

事故調査の経過  平成２４年２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 東央
とうおう

丸、４８１トン 

   １３４７９３、東央海運株式会社 

   ６１.５２ｍ×９.５０ｍ×４.５５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成８年３月２２日 

Ｂ 漁船 五輪
い つ わ

丸、４.９トン 

   ＫＡ３－２９５３６（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.５６ｍ（Lr）×３.５８ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４７kＷ、平成１４年４月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 甲板長Ａ 男性 ６２歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１７年２月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１月１４日 

    免状有効期間満了日 平成２７年２月９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５０年１月２９日 

    免許証交付日 平成２１年６月１７日 

           （平成２６年１０月７日まで有効）  

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部に亀裂及びえい
．．

網用ワイヤ使用不能 

 事故の経過  Ａ船は、甲板長Ａほか４人が乗り組み、液体苛性ソーダ約４５０ｍ3

を積載し、備讃瀬戸東航路を約１２ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で南東進中、甲板長Ａが、備讃瀬戸東航路中央第７号灯
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浮標の約１海里（Ｍ）手前で航海士Ａと交替して単独の船橋当直に就

き、同灯浮標を左舷側に見た後、レーダーを６Ｍレンジに切り替え、

播磨灘航路第１号灯浮標に向けて東進した。 

 甲板長Ａは、変針する前に船首方に白灯を見ていたが、同航船の作

業灯と思い、変針後、前路には船はいないものと思い、船橋内左舷後

方にある海図台の上で航海日誌の記入を行っていたため、Ｂ船と衝突

したことに気付かなかった。 

 甲板長Ａは、翌９日０１時ごろ海上保安部からの電話により、衝突

の事実を知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、地蔵埼付近の漁場において、地

蔵埼の南方から地蔵埼との距離をレーダーで１.１８Ｍに保ちなが

ら、自動操舵により約１.５kn の速力で衝突の約１０分前から東進し

てえい
．．

網を行い、船長Ｂが左舷船首甲板上に立って魚の選別作業を行

っていた。 

 船長Ｂは、衝突する約３分前、船尾方にＡ船の前後のマスト灯が重

なり、紅、緑灯が見えたので、Ａ船の針路がＢ船の正船尾に向いてい

ることに気付き、すぐに機関、舵、ネットローラーの操作が行えるよ

うに左舷船尾に移動し、やぐらに設置された１００Ｗの作業灯を点滅

して警告を行った。 

 船長Ｂは、Ａ船が避航する気配がないので、手動操舵に切り替え、

ネットローラーのクラッチを緩めて避航の準備をしたが、Ａ船が直前

に左右どちらかに舵を切るかもしれないと思い、Ａ船の監視を続け

た。 

 船長Ｂは、衝突直前に機関を全速力前進にかけて左転したが、Ａ船

の船首部がＢ船のえい
．．

網用ワイヤに衝突したため、Ｂ船がＡ船に引き

寄せられ、平成２３年９月８日２３時５３分ごろ、地蔵埼灯台から真

方位１７６°２,２５０ｍ付近において、Ａ船の左舷船首部とＢ船の

左舷船尾部とが衝突し、Ｂ船の漁具が海中に没した。 

 船長Ｂは、海上保安部に携帯電話で事故を通報した後、Ｂ船は、自

力で香川県高松市庵治
あ じ

漁港へ帰港し、後日、船長Ｂが、漁具を海中か

ら回収した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、前後マスト灯、舷灯、船尾灯を点灯していた。 

 Ｂ船は、緑色全周灯及び白色全周灯、航海灯及び船尾灯を表示して

いた。 

 船長Ｂは、Ｂ船に数年前にレーダーと連動した警報装置を操舵室外

に設置していたが、塩害により故障していた。 

 船長Ｂは、左舷船首甲板上に置いた台の上に常に立ち、周囲の見張

りが行えるようにして魚の選別作業を行っていた。 
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 船長Ｂは、船首甲板上からも後方の見張りが行えるよう、Ｂ船の操

舵室後方にもガラス窓を設置していた。 

 船長Ｂは、ネットローラーに巻いたえい
．．

網用ワイヤを他船に引かれ

て転覆などしないよう、ワイヤの末端を細いロープで結び、強い力が

加わると切れるようにしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、地蔵埼南方沖を東進中、甲板長Ａが、前路には船はいない

ものと思い込み、船橋内左舷後方にある海図台の上で航海日誌の記入

を行っていたことから、Ｂ船に接近していることに気付かずに航行

し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、地蔵埼南方沖をえい
．．

網しながら東進中、船長Ｂが、後方か

ら針路を変えずに接近するＡ船を認めたものの、Ａ船が左右どちらか

に舵を取るかもしれないと思い、針路及び速力を保持して航行を続け

たことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、地蔵埼南方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船がえ
．

い
．
網しながら東進中、甲板長Ａが、前路には船はいないものと思い込

み、船橋内左舷後方にある海図台の上で航海日誌の記入を行ってお

り、また、船長Ｂが、針路及び速力を保持して航行を続けたため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 船長Ｂは、本事故後、レーダーと連動した警報装置を塩害の影響を

受けにくい操舵室内に設置した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直中は、双眼鏡を使用したり、レーダーを近距離レンジに

切り替えたりするなどして見張りを厳重に行うこと。 

 




